
13

１

　３

　５

　
　８

　10

　
　13

　15

　
　18

　20

　
　23

　25

　
　28

　30

　
　33

　35

　
　38

　40

　
　43

　45

　
　48

　50

　
　53

　55

　
　58

　60

　62

No.868 2026 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

【
絵
本
と
い
っ
し
ょ
】

（
毎
月
平
日
の
第
２
月
曜
日
）

～
お
子
さ
ん
と
一
緒
に
絵
本
や

紙
芝
居
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
～

〔
日
時
〕

　
①
４
月
13
日
（
月
）

　
②
５
月
11
日
（
月
）

午
前
11
時
～
11
時
40
分

〔
会
場
〕
き
こ
り
ん
　
　

〔
内
容
〕
相
談
員
の
読
み
聞
か

せ
・
指
遊
び
・
簡
単
工
作
作
り

【
児
童
手
当
の

支
払
い
に
つ
い
て
】

【
４
月
期
支
払
い
】

　
４
月
は
、
児
童
手
当
の
２
月

分
・
３
月
分
の
支
払
い
月
で
す
。

４
月
15
日
（
水
）
に
指
定
の
口

座
へ
振
り
込
み
ま
す
の
で
、
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

《児童扶養手当額および特別児童扶養手当額が、４月分より変更になります》
　令和７年全国消費者物価指数の実績値が公表されたことに伴い、令和８年度の児童扶養

手当額および特別児童扶養手当額が引き上げられ、次の表のとおりとなります。

児童扶養手当 令和８年３月分まで（改定前） 令和８年４月分から（改定後）

＜本体額＞

全部支給
４６,６９０円 ４８,０５０円

一部支給 ４６,６８０円～１１,０１０円 ４８,０４０円～１１,３４０円

＜第２子以降加算額＞

全部支給
１１,０３０円 １１,３５０円

一部支給 １１,０２０円～５,５２０円 １１,３４０円～５,６８０円

特別児童扶養手当 令和８年３月分まで（改定前） 令和８年４月分から（改定後）

１級 ５６,８００円 ５８,４５０円

２級 ３７,８３０円 ３８,９３０円

＊年度の途中でも支給に関する要件や時期、支給額などが変更となる場合があります。

※
こ
こ
ま
で
の
申
し
込
み
、

問
い
合
わ
せ
は
、
子
ど
も
家
庭

支
援
セ
ン
タ
ー
・
き
こ
り
ん

☎
85-

２
６
１
１

《キッズ・リトミック》
音楽を聞き、全身で自由に表現するリトミック。親子で楽しくスキンシップ！

〔日　時〕５月１４日（木）、６月１１日（木）、９月１０日（木）、１０月８日（木）

　　　　 午後３時から３時４５分

〔会　場〕文化会館１階　多目的ホール　 〔講　師〕小峰　博美 先生・梶川　由佳 先生

〔対　象〕町内在住で入会時に生後６か月以上の未就学児と保護者

〔募集人数〕大人１名と子ども１名のペア８組程度

〔参加費〕無料　　〔申込期限〕５月１日（金）まで

【
心
理
・
発
達
相
談
】

〔
日
時
〕

　
４
月
７
日（
火
）、
10
日（
金
）、

21
日
（
火
）、
24
日
（
金
） 

　
５
月
８
日（
金
）、
19
日（
火
）、

22
日
（
金
）

午
前
10
時
30
分
～

　
　
　
　
　
　
午
後
３
時
30
分

　
　
　
　
　
　
　
　（
予
約
制
）

　
18
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
に
関

す
る
こ
と
な
ら
、
ど
ん
な
こ
と

で
も
臨
床
心
理
士
の
資
格
を
持

つ
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
お
話
を
聞

き
ま
す
。
お
子
さ
ん
ご
自
身
か

ら
の
相
談
も
で
き
ま
す
。
電
話

相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
。

 

誰
に
話
し
た
ら
い
い
の
か
、

ど
こ
に
相
談
し
た
ら
い
い
の

か
、
心
配
ご
と
や
悩
み
を
抱
え

て
い
る
方
、
ま
ず
は
一
度
お
電

話
を
く
だ
さ
い
。

＊
常
時
、
相
談
員
に
よ
る
相
談

も
行
っ
て
い
ま
す
。

カ
ッ
ト

き
こ
り
ん
か
ら
の
お
知
ら
せ
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きこりん からのお知らせ

《令和８年度から「こども応援事業」が始まります》
　町では、これまで実施してきた「子ども・子育て支援推進事業」を見直し、令和８年度

から新たに「こども応援事業」を開始します。

　この事業は、これまでの保護者の経済的負担軽減のための助成から、こどもに直接届く

支援へと転換し、こどもたちの学びや成長を応援するものです。

　特に、小中学校の副教材費や移動教室、修学旅行の費用などの教育にかかる費用を町が

負担する支援や、高校生世代の挑戦や活動を応援する支援金など、乳幼児期から高校生世

代まで、こどもの成長段階に応じた支援を充実します。

詳しくは町ホームページをご覧ください。

＊「子ども・子育て支援推進事業」令和７年度分の請求がある場合は、４月１０日（金）ま

　でに提出してください。お忘れのないようお願いします。

《こども誰でも通園制度について》
　すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、保護者

の就労要件を問わず時間単位で保育所などを利用できる制度です。

〔対象者〕以下のすべてに該当するお子さんが利用できます。

　●町内に在住　●０歳６か月から満３歳未満まで　●認可保育所などに通っていない

〔利用可能時間〕一人あたり月１０時間まで

〔利用料金〕一人１時間あたり３００円

＊給食やおやつなどがある場合は、別途料金がかかります。

〔利用方法〕町へ利用申請（電子申請）を行い、利用認定を受けます。利用希望施設への

　　　　　 初回面談を受けてから利用開始となります。

＊詳しくは、お問い合わせください。

《東京都子育て支援員研修の受講者を募集しています》

〔研修内容〕保育や子育て支援の分野で従事する上で必要な知識や技能等を有する「子育

　　　　　 て支援員」の養成研修

〔対象者〕都内に在住または在勤している方で、今後子育て支援員として就業する意欲の

　　　　 ある方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２次元コード☞
〔募集コース〕地域保育コース

〔開催方法〕オンデマンド（録画視聴）または集合にて実施

〔研修場所〕新宿など

〔申込方法〕４月１日から１５日までにオンラインまたは郵送（簡易書留、当日消印有効）

　　　　　 にてお申し込みください

〔研修日時など〕６月頃から順次開始。カリキュラムや日程など、研修の詳しい内容につ

　　　　　　　 いては、募集要項またはホームページをご参照ください。

※問い合わせは、東京都福祉局子供・子育て支援部企画課　☎０３－５３２０－４１２１

※申し込み、問い合わせは、子ども家庭支援センター・きこりん　☎８５－２６１１

き
こ
り
ん
か
ら
の
お
知
ら
せ
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